
   

 

 

居宅介護支援サービス重要事項説明書居宅介護支援サービス重要事項説明書居宅介護支援サービス重要事項説明書居宅介護支援サービス重要事項説明書 

＜平成２７年４月１日から適用＞ 

 

 

1. 事業者の概要 

 

 

2. 事業所の概要 

（１）事業所指定番号およびサービス提供地域 

事 業 所 名 やすらぎ荘居宅介護支援事業所 

所 在 地 富山県南砺市天池1570番地 

事業者指定番号 1672100029 

通常の事業実施地域 南砺市内 

 

 

（２）サービスの相談窓口（従業者の体制） 

電 話 番 号 0763-52-6450 

窓口相談者 

管 理 者   常勤 １名（介護支援専門員兼務） 

介護支援専門員 常勤 ５名  

（主任介護支援専門員含む） 

 

 

（３）サービス提供の時間帯 

営 業 日 
月曜日～金曜日。但し、祝日及び12月29日～1月3日は休み

ます。 

営業時間帯 
８時３０分～１７時１５分。但し、緊急の場合は時間外で

も相談業務を行います。 

２４時間連絡体制 
当事業所の介護支援専門員が輪番制で、携帯電話（090-

8261-7135）により常時連絡可能な体制をとっています。 

 

 

（４）事業の目的 

当事業所は、介護保険法の理念に基づくと共に高齢者が自立した生活を送れ 

るよう、又老化に伴い介護が必要な者に対して、介護相談、介護計画等を支援

することを目的とします。 

 

名 称･法人種類 社会福祉法人  福寿会 

代 表 者 名 理事長 田 中  幹 夫 

 

法 人 所 在 地 

所在地 富山県南砺市松原678－1 

電 話 0763－23－2910 

ＦＡＸ 0763－23－2911 



   

 

 

（５）運営方針 

①当事業所は、被保険者が要支援及び要介護状態となった場合においても可能

な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるように配慮して行います。 

②当事業所は、被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意志を

踏まえ必要な協力を行います。また、要介護認定等の申請が行われているか

否かを確認し、その支援も行います。 

③当事業所は、被保険者の選択により、心身の状況、その置かれている環境等

に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサー

ビスや事業者の連携を得て総合的かつ効率的に介護計画を提供されるよう配

慮し努めます。 

④当事業所は、「砺波地方介護保険組合」から要介護認定調査の委託を受けた場

合は、その知識を有するよう研鑽を行い、公正、中立、さらに被保険者に対

し、正しい調査を行います。 

⑤当事業所は、利用者又はその家族の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当

の偏することのないよう公正、中立に行います。 

  

3．サービス内容 

（１）居宅訪問 

    居宅サービス計画作成にあたり、利用者のおかれている環境の評価や現に抱

えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行うとともに、当該

計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、居宅サービ

ス計画の変更など利用者等が求めるサービスが適切に提供されるように居宅訪

問等の方法による支援を行います。 

（２）居宅サービス計画の作成 

    自宅において日常生活を営むために必要なサービスを利用出来るよう、心身

の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定め

た居宅サービス計画を作成します。なお、サービス事業者選定にあたっては、

特定の事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行います。 

（３）事業所間の連絡調整 

    居宅サービス計画に基づいてサービス提供が確保されるように事業者等との

連絡調整を行います。    

（４）相談業務 

    電話、訪問、来所等をとおして利用者からの相談に適切に対応します。 

（５）申請代行 

    介護認定の申請やその他介護保険サービスを利用するにあたり必要な申請手

続の代行を行います。 

（６）給付事務 

    国保連に提出する給付管理票の作成を行います。 

 

 



   

 

 

4．利用料金 

（１）利用料 

    要介護認定を受けられた方は、介護保険で全額給付されますので自己負担は

ありません。 

    但し、介護保険料の滞納等により法定代理受理ができなくなった場合は、1ヶ

月につき要介護度に応じて下記の金額をいただきます。当事業者から発行いた

しますサービス提供証明書をお住まいの介護保険窓口に提出しますと、全額払

い戻しを受けられます。 

 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

＜取扱件数が介護支援専門員１人当たり４０件未満の場合に算定＞ 

 

要介護１・２    １０，４２０円／月 

要介護３・４・５  １３，５３０円／月 

 

居宅介護支援費（Ⅱ） 

＜取扱件数が介護支援専門員１人当たり４０件以上６０件未満の場合、４０以上の部分に算定＞

  

    要介護１・２     ５，２１０円／月 

    要介護３・４・５   ６，７７０円／月 

 

居宅介護支援費（Ⅲ） 

＜取扱件数が介護支援専門員１人当たり６０件以上の場合、４０以上の部分に算定＞ 

 

    要介護１・２     ３，１３０円／月 

    要介護３・４・５   ４，０６０円／月 

 

 

（２）その他加算 

加算の対象になる場合は、下記の加算が算定されます。 

 

①中山間部地域等に居住する者へのサービス提供加算 居宅介護支援費に５％加算        

通常の事業実施地域を超えてサービス提供した場合 

 

②初回加算  ３，０００円／月 

新規に居宅サービス計画を作成する利用者や、要介護区分が２段階以上変更

になった利用者に対し、居宅介護支援を行った場合   

 

 

 

 

 



   

 

 

③ 特定事業所加算 

（Ⅰ）５，０００円／月（Ⅱ）４，０００円／月（Ⅲ）３，０００円／月  

次の算定用件を満たした場合 

特定事業所加算の算定用件 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） 

専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門

員を配置していること。 
 ○ ○ 

専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門

員を２名以上配置していること。 
○   

専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３

名以上配置していること。 
○ ○  

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門

員を２名以上配置していること。 
  ○ 

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項

に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 
○ ○ ○ 

２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相

談に対応する体制を確保していること。 
○ ○ ○ 

算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護３、要介護

４、要介護５である者の占める割合が４０／１００以上であること。 
○   

当該居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計

画的に研修を実施していること。 
○ ○ ○ 

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場

合においても、当該支援が困難な事例に係る者に居宅介護支

援を提供していること。 

○ ○ ○ 

地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加して

いること。 
○   

居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減

算の適用を受けていないこと。 
○ ○ ○ 

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基

礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保しているこ

と。（平成２８年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格

発表の日から適用） 

○ ○ ○ 

 

④ 入院時情報連携加算（Ⅰ）  ２，０００円／月 

     病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関す

る必要な情報を提供した場合 

 

⑤ 入院時情報連携加算（Ⅱ）  １，０００円／月 

訪問以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する

必要な情報を提供した場合 

 

 



   

 

 

⑥ 退院・退所加算       ３，０００円／回  

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な

情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅及び地域密着型サ

ービス等の利用に関する調整を行った場合（入院又は入所期間中につき3回を限度） 

 

⑦ 小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算  ３，０００円／月 

小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際、利用者に係る必要な情報を当該

事業所に提供し、当該事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場

合 

 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  ３，０００円／月 

    看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用を開始する際、利用者に係る必要な

情報を当該事業所に提供し、当該事業所における居宅サービス計画の作成等に

協力した場合 

 

⑨ 緊急時等居宅カンファレンス加算       ２，０００円／回（月2回を限度） 

    病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅 

を訪問し、カンファレンスを行い必要に応じて居宅及び地域密着型サービスの 

利用調整を行った場合 

 

 

5. 秘密保持 

（１）当事業所は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する

秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場

合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らす

ことはありません。 

（２）あらかじめ文章により契約者の同意を得た場合は、前項の規程にかかわらず、

一定の条件の下で情報提供をすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. 苦情の受付 

（１）当事業所における苦情の受付 

 

 

 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

市の相談窓口 

 

南砺市地域包括・医療ケア局 地域包括課 長寿介護係 

電  話 0763-23-2034 ・ＦＡＸ 0763-64-2550 

対応時間 平日月曜日から金曜日 8時30分～17時00分 

 

砺波地方介護保険組合 

所在地 砺波市栄町７番３号 

電  話 0763-34-8333 ・ＦＡＸ 0763-34-8334 

受付時間 平日月曜日から金曜日 8時30分～17時00分 

 

国民健康保険団体連合会 

所在地 富山市下野字豆田995番地の3 

電  話 076-431-9833 

対応時間 平日月曜日から金曜日 8時30分～17時00分 

富山県福祉サービス運営

適正化委員会 

所在地 富山市安住町5番21号 

電  話 076-432-3280 

受付時間 平日月曜日から金曜日 9時00分～16時00分 

 

 

7. 事故発生時の対応 

   利用者に対する居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やか

に市、利用者の家族等に連絡し、必要な処置を講ずるものとします。 

 

8. 緊急時の対応 

   居宅介護支援の提供時に利用者の身体状況が急変した場合、その他必要な場合

は、速やかに主治医や利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講ずるものとしま

す。 

 

9. 利用者へのお願い 

  当事業所が交付するサービス利用票、居宅サービス計画書などは、利用者の介

護に関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管し

て下さい。 

 

 

 

苦情対応の窓口責任者 

やすらぎ荘居宅介護支援事業所 

架田 悦子   電  話  0763-52-6450 

対応時間 平日月曜日から金曜日 8時30分～17時15分 



   

 

 

 

平成   年  月  日 

 

 

居宅介護支援の開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項

を説明しました。 

 

 

       ＜支援事業者＞ 

             住  所  富山県南砺市松原６７８－１         

             名  称  社会福祉法人  福寿会           

             代表者名  理事長  田 中  幹 夫     印   

                 （事業所の指定番号 １６７２１０００２９） 

 

       ＜説明者＞ 

             事業所   やすらぎ荘 居宅介護支援事業所         

 

             氏 名                     印   

             電 話     0763-52-6450            

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明

を受けました。 

 

 

      ＜利用者＞ 

            住 所                          

 

            氏 名                      印   

 

 

      ＜契約者＞ 

            住 所                          

 

            氏 名                      印   

 


